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原子炉起動前の確認について 

 

 

１．保安規定第１６条第１項の点検対象範囲について 

 

保安規定第１６条第１項における原子炉起動前の「施設及び設備の点検」につい

ては，原子炉の起動にあたり，定期事業者検査，事故・故障等の停止理由を問わず，

その総合的な確認の観点で施設及び設備を点検し，異常の有無を確認するために記

載している。 

保安規定第１６条第１項の点検対象である「（１）原子炉冷却系統施設」，「（２）

制御材駆動設備」，「（３）電源，給排水及び排気施設」は第１３条に基づき点検する

施設及び設備を基本とし，全てのＳＡ設備を含む。 

また，点検の対象設備は社内マニュアルで規定する。 

 

２．保安規定第１６条第２項の結果確認における最終結果の確認について 

 

保安規定第１６条は，原子炉の起動にあたっては，定期事業者検査，事故・故障

等の停止理由を問わず，その総合的な確認が重要であるということから，必要な機

器の健全性確認のため，定期事業者検査時のサーベランス結果の確認が必要である

ことを規定している。 

 

定期事業者検査時のサーベランスは，保全計画に基づく点検，及び特別な保全計

画に基づき，設備の保管状態，使用状態及び劣化モードを考慮して実施され，設備

の信頼性を確保しているものであることから，この確認結果は原子炉の起動前に確

認が必要なものである。 

また，保安規定に記載されているサーベランスのうち，機器の動作確認を伴う確

認項目及び系統構成に係る確認項目については，原子炉起動前に一定の期間を設け，

その期間内で健全性を確認し，その結果を当直長が確認することを社内マニュアル

に規定する。 

なお，確認項目については添付－１のとおりであり，新設設備は使用前事業者検

査の結果及び至近の月例サーベランス結果にて確認する。 

 

よって，これらの機器については，原子炉起動前（制御棒引き抜き開始前）まで

の一定の期間内（１年以内）にサーベランスを実施し，その結果を確認することと

するため，保安規定第１６条第２項の補足を別紙のとおり追加する。 

 

なお，「１年」の設定は，「発電用原子炉施設の使用前検査，定期事業者検査に係

る実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則のガイド」に，原子炉の運転を“相

当期間”停止する場合に特別な保全計画を定めることが規定されているが，その“相

当期間”とは「概ね１年以上」とされていることを参考に設定した。 

 

以 上
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別 紙 

 

 

 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，原子炉起動前に，次の施設及び設

備を点検し，異常の有無を確認する。なお，モバイル設備管理ＧＭが点検を実施

した結果は，当直長に通知する。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節の各条文で定事検停止時に

各ＧＭから当直長に通知されることになっている確認項目※１※２について，通知

が完了していることを確認する。 

 

※１：原子炉起動のための制御棒引抜き以降に実施される確認項目を除く。 

※２：定期事業者検査における最終の確認結果を確認する。なお，動作確認を伴

う確認項目及び系統構成に係る確認項目については，原子炉起動のための制

御棒引抜き開始前の 1 年以内の確認結果を確認することとする。 
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定期事業者検査時のサーベランス（動作確認を伴う確認項目および系統構成に係る確認項目）整理表（案） 
条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 

動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

２１条２．（１） 制御棒の動作確認 － － 運転，起動 制御棒と制御棒駆動機構の結合を取り外した場合は，取り付け後，当該の

制御棒と制御棒駆動機構が結合していることを確認 

原子炉起動前 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

２２条２．（１） 制御棒のスクラム機能 － － 運転，起動 制御棒駆動水圧系の検査で，スクラム時間が全制御棒のスクラム時間の

平均値が６０％挿入１．４４秒以下，１００％挿入２．８０秒以下であることを

確認 

定事検停止時 燃料ＧＭ 当直長 ○ 

２４条２．（１） ほう酸水注入系 － － 運転，起動 ほう酸水注入系の機能を確認 

 

定事検停止時 

 

運転評価ＧＭ 

 

当直長 

 

○ 

 

２４条２．（２） ほう酸水注入系 － － 運転，起動 ほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁が原子炉の状態に応じた開閉状

態であることを確認 

定事検停止後の原

子炉起動前 

当直長 － ○ 

２７条２．（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測及び制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉保護系計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．起動領域モニタ 

ａ．原子炉周期短 

起動，高温停止， 

冷温停止及び燃料交換 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正（検出器を除く。）を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．機器動作不能 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 〇 

２．平均出力領域モニタ 

ａ．中性子束高 

（ａ）中性子束 

（ｂ）熱流束相当 

運転，起動 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正（検出器を除く。）を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

フローユニットの校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．機器動作不能 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 〇 

３．原子炉圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．炉心流量急減 原子炉熱出力が 

７５％相当以上 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正（検出器を除く。）を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．原子炉水位低（レベル３） 運転，起動 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６．主蒸気隔離弁閉 運転 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 原 子 炉 Ｇ Ｍ 及 び

電気機器ＧＭ 

当直長 ○ 

７．ドライウェル圧力高 運転，起動 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

８．制御棒駆動機構充てん水

圧力低 

運転，起動，高温停止，冷

温停止及び燃料交換 

論理回路機能を確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

９．主蒸気止め弁閉 原子炉熱出力が３５％相

当以上 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 タービンＧＭ及び

計測制御ＧＭ 

当直長 ○ 

１０．蒸気加減弁急速閉 

ａ．油圧 

ｂ．電磁弁励磁位置 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

11．主蒸気管放射能高 運転，起動 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

２７条２．（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測及び制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉保護系計装 12．地震加速度大 運転，起動，高温停止，冷

温停止及び燃料交換 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

13．原子炉モードスイッチ「停

止」位置 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

14．手動 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

２．起動領域モニタ計装 １．起動領域モニタ 起動，高温停止，冷温停

止及び燃料交換 

チャンネル校正（検出器を除く。）を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．非常用炉心冷却系計装 

（１）低圧注水系計装 

１．原子炉水位異常低（レベ

ル１） 

運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉圧力低（注入可） 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（２）高圧炉心注水系計装 １．原子炉水位異常低（レベ

ル１.５） 

運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（３）原子炉隔離時冷却系計装 １．原子炉水位異常低（レベ

ル１.５） 

運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（４）自動減圧系計装 １．原子炉水位異常低（レベ

ル１） 

運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．高圧炉心注水系ポンプ吐

出圧力高 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．残留熱除去系ポンプ吐出

圧力高 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．格納容器隔離系計装 

（１）主蒸気隔離弁計装 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉水位異常低（レベ

ル１.５） 

運転，起動及び高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．主蒸気管放射能高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

２７条２．（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測及び制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．格納容器隔離系計装 

（１）主蒸気隔離弁計装 

３．主蒸気管流量大 運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．主蒸気管トンネル温度高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．主蒸気管圧力低 運転 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６．復水器真空度低 運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（２）格納容器隔離系計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．主蒸気管ドレン系 

ａ．原子炉水位異常低（レベ

ル１．５） 

運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．主蒸気管放射能高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｃ．主蒸気管流量大 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｄ．主蒸気管トンネル温度高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｅ．主蒸気管圧力低 運転 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｆ．復水器真空度低 運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．炉水サンプリング系 

ａ ． 原 子 炉 水 位 異 常 低   

（レベル１．５） 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．主蒸気管放射能高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｃ．主蒸気管流量大 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｄ．主蒸気管トンネル温度高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｅ．主蒸気管圧力低 運転 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

２７条２．（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測及び制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）格納容器隔離系計装 ｆ．復水器真空度低 運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉冷却材浄化系 

ａ ． 原 子 炉 水 位 異 常 低   

（レベル２） 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．不活性ガス系 

ａ．原子炉水位低（レベル３） 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｃ．原子炉区域換気空調系排

気放射能高 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｄ．燃料取替エリア排気放射

能高 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．残留熱除去系 

ａ ． 原 子 炉 水 位 低       

（レベル３） 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６．廃棄物処理系 

ａ ． 原 子 炉 水 位 低      

（レベル３） 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 〇 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 〇 

（３）原子炉建屋隔離系計装 １．原子炉水位低（レベル３） 運転，起動及び高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉区域換気空調系排

気放射能高 

運転，起動，高温停止，炉

心変更時又は原子炉建屋

原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．燃料取替エリア排気放射

能高 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．その他の計装 

（１）非常用ディーゼル発電機

計装 

 

 

 

 

 

 

１．非常用ディーゼル発電機

計装（低圧注水系） 

ａ．非常用交流高圧電源母線

電圧低 

運転，起動，高温停止及

び第６５条で要求される非

常用交流高圧電源母線の

要求がある期間 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ ． 原 子 炉 水 位 異 常 低   

（レベル１） 

運転，起動，高温停止 

 

 

 

 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

２７条２．（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測及び制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他の計装 

（１）非常用ディーゼル発電機

計装 

ｃ．ドライウェル圧力高 運転，起動，高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．非常用ディーゼル発 

電機計装(高圧炉心注水系)

ａ．非常用交流高圧電源母線

電圧低 

運転，起動，高温停止及

び第６５条で要求される非

常用交流高圧電源母線の

要求がある期間 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ ． 原 子 炉 水 位 異 常 低   

（レベル１．５） 

運転，起動，高温停止 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｃ．ドライウェル圧力高 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（２）原子炉隔離時冷却系計装

（冷却材補給機能） 

１．原子炉水位異常低 

（レベル２） 

運転，起動※1 及び高温

停止※1 

※ １ 原 子 炉 圧 力 １ ． ０ ３

MPa[gage]以上に適用 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（３）原子炉再循環ポンプトリッ

プ計装 

１．主蒸気止め弁閉 原子炉熱出力が３５％相

当以上 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 タービンＧＭ及び

計測制御ＧＭ 

当直長 ○ 

２．蒸気加減弁急速閉 

ａ．油圧 

ｂ．電磁弁励磁位置 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（４）制御棒引抜監視装置計装 １．制御棒引抜阻止 

ａ．中性子束高 

原子炉熱出力３０％相当

以上 

チャンネル校正及び論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ｂ．機器動作不能 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

Ｃ．下限 チャンネル校正及び論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（５）タービン駆動給水ポンプ・

主タービン高水位トリップ計装 

１．原子炉水位高（レベル８） 原子炉熱出力が３５％相

当以上 

チャンネル校正及び論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（６）中央制御室外原子炉停止

装置計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉圧力 運転，起動及び高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．高圧炉心注水系流量 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．残留熱除去系流量 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．原子炉補機冷却水系流量 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．原子炉水位 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６．サプレッションプール水温

度 

チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

７．ＲＨＲ熱交換器入口温度 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

８．サプレッションプール水位 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

９．復水貯蔵槽水位 チャンネル校正及び制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１０．高圧炉心注水系ポンプ

（高圧炉心注水系制御） 

制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

中央制御室外原子炉停止装置からの高圧炉心注水系ポンプ起動試験に

より動作可能であることを確認する。 

定事検停止時 当直長 － 〇 

１１．残留熱除去系ポンプ（残

留熱除去系制御） 

制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

中央制御室外原子炉停止装置からの残留熱除去系ポンプ起動試験により

動作可能であることを確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

２７条２．（１） 計測及び制御設備 

 

（６）中央制御室外原子炉停止

装置計装 

１２．主蒸気逃がし安全弁（主

蒸気逃がし安全弁制御） 

運転，起動及び高温停止 

 

制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

中央制御室外原子炉停止装置からの主蒸気逃がし安全弁開閉試験により

動作可能であることを確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

１３．原子炉補機冷却水ポン

プ 

（原子炉補機冷却水系制御） 

制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉補機冷却水ポンプ起動試験

により動作可能であることを確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

１４．原子炉補機冷却海水ポ

ンプ 

（原子炉補機冷却海水系制

御） 

制御回路切替スイッチの機能を確認する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉補機冷却海水ポンプ起動試

験により動作可能であることを確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

（７）中央制御室非常用換気空

調系計装 

１．原子炉区域換気空調系排

気放射能高 

運転，起動，高温停止，炉

心変更時又は原子炉建屋

原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．燃料取替エリア排気放射

能高 

論理回路機能を確認する。 定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（８）事故時計装 １．原子炉圧力 運転及び起動 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．原子炉水位（広帯域） チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉水位（燃料域） チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．ドライウェル圧力 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．格納容器内雰囲気線量当

量率 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３０条２．（１） 主蒸気逃がし安全弁 － － 運転，起動及び高温停止 主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の設定値が表３０－２に定める値であ

ることを確認 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 － 

３０条２．（２） 主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の設定値が表３０－２に定める値であ

ることを確認 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 － 

３２条２．（１） 非常用炉心冷却系，原子

炉隔離時冷却系及び高

圧代替注水系の系統圧

力監視 

－ － 原子炉圧力が定格圧力到

達後から冷温停止に移行

するまでの期間 

供用中の漏えい又は水圧検査の結果を確認 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 － 

３５条２．（２） 原子炉停止時冷却系そ

の２ 

－ － 冷温停止 原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉

冷却材温度を評価 

冷温停止 各ＧＭ 当直長 ○ 

３６条２．（２） 原子炉停止時冷却系そ

の３ 

－ － 燃料交換 原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉

冷却材温度を評価 

燃料交換 各ＧＭ 当直長 ○ 

３７条２．（１） 原子炉冷却材温度及び

原子炉冷却材温度変化

率 

－ － － 原子炉圧力容器鋼材監視試験片の評価結果により，原子炉圧力容器の関

連温度の推移を確認し，その結果に基づき，原子炉圧力容器の関連温度

を求めて原子炉圧力容器非延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制

限値を定める 

－ 高経年化 評価Ｇ

Ｍ 

当直長 － 

３９条２．（１） 非常用炉心冷却系その１ － － 運転，起動及び高温停止

（原子炉隔離時冷却系及

び自動減圧系については

原 子 炉 圧 力 が １ ． ０ ３

MPa[gage]以上かつ原子

炉隔離時冷却系において

は，原子炉起動時に実施

する運転確認終了後） 

高圧炉心注水系，低圧注水系及び自動減圧系が模擬信号で作動すること

及び格納容器スプレイ冷却系が手動で作動することを確認 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

３９条２．（２） 原子炉隔離時冷却系が模擬信号で作動することを確認 

 

定事検停止後の原

子炉起動から定期事

業者検査終了までの

期間 

運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

３９条２．（３） 表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧炉心注水系，低圧注水系（格納

容器スプレイ冷却系），原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が

原子炉の状態に応じた開閉状態並びに主要配管が満水であることを確認 

定事検停止後の原

子炉起動前 

当直長 － ○ 

４２条２．（１） 主蒸気隔離弁 － － 運転，起動及び高温停止 主蒸気隔離弁が模擬信号により全閉すること及び全閉時間が表４２－２に

定める値であることを確認 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

４２条２．（２） 主蒸気隔離弁の漏えい率が表４２－２に定める値であることを確認 

 

 

 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 － 
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動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

４３条２．（１） 格納容器及び格納容器

隔離弁 

－ － 運転，起動及び高温停止 格納容器漏えい率が表４３－２に定める値であることを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 － 

４３条２．（２） 表４３－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で全閉することを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

４３条２．（３） 格納容器バウンダリとなっている格納容器隔離弁が原子炉の状態に応じ

た開閉状態であることを確認 

定事検停止後の原

子炉起動前 

当直長 － ○ 

４４条２．（１） サプレッション・チェンバ

からドライウェルへの真空

破壊弁 

－ － 運転，起動及び高温停止 サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が全開及び全閉

することを確認 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

４７条２．（１） 可燃性ガス濃度制御系 － － 運転及び起動 可燃性ガス濃度制御系の機能を確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

４９条２．（１） 原子炉建屋 － － 運転，起動，高温停止及

び炉心変更時又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作業時 

原子炉建屋原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５０条２．（１） 原子炉建屋給排気隔離

弁 

－ － 運転，起動，高温停止及

び炉心変更時又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作業時 

原子炉建屋給排気隔離弁が模擬信号で全閉することを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５１条２．（１） 非常用ガス処理系 － － 運転，起動，高温停止及

び炉心変更時又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作業時 

非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５１条２．（２） 非常用ガス処理系の総合除去効率が表５１－２に定める値であることを確

認 

定事検停止時 化学管理ＧＭ 当直長 － 

５２条２．（１） 残留熱除去冷却水系及

び残留熱除去冷却海水

系 

－ － 運転，起動及び高温停止 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が模擬信号で作動する

ことを確認 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５２条２．（２） 原子炉補機冷却水系の主要な手動弁と電動弁※１の開閉状態を確認 

※１主要配管の満水を維持するために必要な一次弁 

定事検停止後の原

子炉起動前 

当直長 － ○ 

５２条２．（３） 原子炉補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁※２の開閉状態を確認 

※２当該系統の機能を維持するために必要な一次弁 

定事検停止後の原

子炉起動前 

当直長 － ○ 

５３条２．（１） 非常用ディーゼル発電設

備冷却系 

－ － 運転，起動及び高温停止 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が模擬信号で作動する

ことを確認 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５７条２．（１） 中央制御室非常用換気

空調系 

－ － 運転，起動，高温停止及

び炉心変更時又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作業時 

中央制御室非常用換気空調系が模擬信号で作動することを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５７条２．（２） 中央制御室非常用換気空調系の総合除去効率が表５７－２に定める値で

あることを確認 

定事検停止時 化学管理ＧＭ 当直長 － 

５９条２．（１） 非常用ディーゼル発電機

その１ 

－ － 運転，起動及び高温停止 非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

６２条２．（１） 直流電源その１ － － 運転，起動及び高温停止 直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能

喪失となって動作不能となる。 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１－１ 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 

１．代替制御棒挿入機能 － 運転及び起動 機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

２．原子炉圧力高 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉水位異常低（レベル

２） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

４．手動ＡＲＩ 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能） 

 

 

 

 

 

 

 

1.代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転及び起動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

2.原子炉圧力高 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉水位低（レベル３） チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 
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動作確認又は系統構
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６６条２．（１） 

６６－１－２ 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能） 

４．原子炉水位異常低（レベル

２） 

－ 運転及び起動 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

５．ＲＩＰ－ＡＳＤ手動スイッチ 論理回路機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－２－１ 

高圧代替注水系（中央制

御室からの遠隔起動） 

－ － 運転，起動，高温停止（原

子炉圧力 1.03MPa[gage]

以上の場合） 

高圧代替注水系ポンプが動作可能であることを確認する。また，ポンプの

運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態にあること

を確認する。 

待機状態となる前に

１回 

原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－２－３ 

ほう酸水注入系（重大事

故等対処設備） 

－ － 運転，起動，高温停止 定事検停止時に，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力が８．４３MPa[gage]以上

であることを確認する。 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－３－１ 

代替自動減圧機能系 １．代替自動減圧機能 － 運転，起動，高温停止（原

子炉圧力 1.03MPa[gage]

以上の場合） 

機能を確認する。 

 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

２．原子炉水位異常低（レベル

１） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

３．残留熱除去系ポンプ吐出

圧力高 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

論理回路機能を確認する。 定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

４．始動タイマ チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

５．自動減圧系の起動阻止ス

イッチ 

論理回路機能を確認する。 定事検停止時 運転評価ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－３－２ 

主蒸気逃がし安全弁（手

動減圧 

－ － 運転，起動，高温停止 主蒸気逃がし安全弁の性能を確認する。 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－３－３ 

主蒸気逃がし安全弁の機

能回復  

２．逃がし安全弁用可搬型蓄

電池による減圧系 

－ 運転，起動，高温停止 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の蓄電池電圧が１３１Ｖ以上 であることを確

認する。 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．高圧窒素ガス供給系によ

る作動窒素ガス確保系 

高圧窒素ガス供給系Ａ系及びＢ系の供給圧力の設定値が 

　　　　 MPa[gage]以上に設定できることを確認するとともに，非常用窒素

ガス供給弁，常用・非常用窒素ガス連絡弁及び常用窒素ガス供給止め弁

が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－４－１ 

低圧代替注水系（常設） － － 運転，起動，高温停止，冷
温停止，燃料交換※３ 

※３ 原子炉が次に示す状
態となった場合は適用しな

い。 
（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ
プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料
が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

復水移送ポンプ１台運転にて揚程が      ｍ以上，流量が         ｍ３／ｈ以上

であることを確認することで，復水移送ポンプ２台で流量が         ｍ３／ｈ以

上，復水移送ポンプ１台で流量が         ｍ３／ｈ以上確保可能であることを

確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－５－１ 

格納容器圧力逃がし装置 － － 運転，起動，高温停止 よう素フィルタの性能を確認する。 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

フィルタ装置の性能を確認する。 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

フィルタ装置のスクラバ水の水酸化ナトリウムの濃度が         ｗｔ％以上で

あること及びｐＨが      以上であることを確認する。 

定事検停止後の原

子炉起動前に１回 

原子炉ＧＭ 当直長 ― 

ドレン移送ポンプの流量が９．１ｍ３／ｈ，揚程が１４．３ｍ以上であることを

確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

必要な電動駆動弁，空気駆動弁及び遠隔手動弁操作設備を用いた弁が動

作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

スクラバ水ｐＨ制御装置の性能を確認する。 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－５－２ 

耐圧強化ベント系 － － 運転，起動，高温停止 必要な電動駆動弁，空気駆動弁及び遠隔手動弁操作設備を用いた弁が動

作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態を確認する。  

定事検停止時 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－５－３ 

可搬型窒素供給装置 － － 運転，起動，高温停止 可搬型窒素供給装置の吐出圧力が 0.5MPa，流量が 70Nm3/h（窒素純度

99%以上※２にて）であることを確認する。 

※２ 酸素濃度１％未満であることをもって確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

11本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

６６条２．（１） 

６６－５－４ 

代替原子炉補機冷却系 － － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

熱交換器ユニット（P27-D2000,D3000,D4000）の代替原子炉補機冷却水ポ

ンプの流量及び揚程が以下を満足していることを確認する。 

・流量が６５０ｍ３／ｈ以上で揚程が６５ｍ以上。 

・流量が６８０ｍ３／ｈ以上で揚程が５６ｍ以上。 

・流量が７００ｍ３／ｈ以上で揚程が５３ｍ以上。 

２年に１回 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

熱交換器ユニット（P27-D1000,D5000）の代替原子炉補機冷却水ポンプの

流量及び揚程が以下を満足していることを確認する。 

・流量が         ｍ３／ｈ以上で揚程が       ｍ以上。 

・流量が         ｍ３／ｈ以上で揚程が       ｍ以上。 

・流量が         ｍ３／ｈ以上で揚程が       ｍ以上。 

２年に１回 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の流量が           ｍ３／ｈ以上で吐出

圧力が           MPa 以上であることを確認する。 

1 年に１回  原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

原子炉補機冷却水系における常用冷却水供給側分離弁及び常用冷却水

戻り側分離弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作

確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－５－５ 

代替循環冷却系 － － 運転，起動，高温停止 復水移送ポンプ１台運転にて，揚程が       ｍ以上，流量が      ｍ３／ｈ以上

であることを確認することで，復水移送ポンプ２台で流量が         ｍ３／ｈ以

上確保可能であることを確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁及び残留熱除去系高圧炉心注

水系第二止め弁，下部ドライウェル注水ライン隔離弁及び下部ドライウェル

注水流量調節動弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－６－１ 

代替格納容器スプレイ冷

却系（常設） 

－ － 運転，起動，高温停止 復水移送ポンプ１台運転にて揚程が       ｍ以上，流量が       ｍ３／ｈ以上

であることを確認することで，復水移送ポンプ２台で流量が         ｍ３／ｈ以

上確保可能であることを確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－７－１ 

格納容器下部注水系（常

設） 

－ － 運転，起動，高温停止 復水移送ポンプ１台運転にて揚程が       ｍ以上，流量が       ｍ３／ｈ以上

であることを確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

復水補給水系における下部ドライウェル注水流量調節弁及び下部ドライウ

ェル注水ライン隔離弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する 

定事検停止時 当直長 － ○ 

復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

定事検停止時 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－８－１ 

静的触媒式水素再結合

器 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※ 

原子炉が次に示す状態と

なった場合は適用しない。

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

静的触媒式水素再結合器が動作可能であることを確認する。 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－８－２ 

原子炉建屋内の水素濃

度監視 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※ 

原子炉が次に示す状態と

なった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－９－１ 

燃料プール代替注水系 － － 使用済燃料プールに照射

された燃料を貯蔵している

期間 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）及び可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を

起動し，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）の流量が１４７ｍ３／ｈ以上で，吐

出圧力が１．７０MPa[gage]以上であることを確認する。 

 

１年に１回 タービンＧＭ 当直長 ○ 

12本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

６６条２．（１） 

６６－９－２ 

使用済燃料プールの除

熱 

－ － 使用済燃料プールに照射

された燃料を貯蔵している

期間 

１．燃料プール冷却浄化系ポンプの流量が         ｍ３／ｈ以上で，全揚程が

     ｍ以上であることを確認する。 

１年に１回 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

２．ＦＰＣろ過脱塩器第一入口弁，ＦＰＣろ過脱塩器第二入口弁，ＦＰＣろ過

脱塩器出口弁及びＦＰＣろ過脱塩器バイパス弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

１年に１回 当直長 － ○ 

６６条２．（１） 

６６－９－３ 

使用済燃料プール監視

設備 

１．使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（ＳＡ広域） 

－ 使用済燃料プールに照射

された燃料を貯蔵している

期間 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御 ＧＭ 当直長 ○ 

２．使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（ＳＡ） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御 ＧＭ 当直長 ○ 

３．使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御 ＧＭ 当直長 ○ 

４．使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

機能を確認する。 

 

定事検停止時 計測制御 ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１０－１ 

大気への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火

災への泡消火 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を起動し，吐出圧力 

MPa[gage]以上，流量が         ｍ３／ｈ以上であることを確認する。 

１年に１回 タービンＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－1１－３ 

海水移送設備 － － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．大容量送水車（海水取水用）を起動し，流量が         ｍ３／ｈ以上で，吐

出圧力が           MPa[gage]以上であることを確認する。 

１年に１回 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１２－１ 

常設代替交流電源設備 － － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．第一ガスタービン発電機を起動し，運転状態（電圧等）に異常のないこと

を確認する。 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１２－２ 

可搬型代替交流電源設

備 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．電源車を起動し，運転状態（電圧等）に異常のないことを確認する。 

 

２年に１回 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１２－４ 

所内蓄電式直流電源設

備及び常設代替直流電

源設備 

－ 直流１２５Ｖ充電器Ａ，Ａ－２ 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ，Ａ－２ 

ＡＭ用１２５Ｖ充電器，蓄電池 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備（蓄電池及び充電

器）の機能を確認する。 

定事検停止時 

 

運転評価ＧＭ 

 

当直長 

 

○ 

 

６６条２．（１） 

６６－１３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータ及び代替

パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度  運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※ 

※原子炉が次に示す状態

となった場合は適用しな

い。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

２．原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

運転，起動，高温停止，冷

温停止 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

３．原子炉圧力容器内の水位 原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

運転，起動，高温停止，冷
温停止，燃料交換※ 
※原子炉が次に示す状態
となった場合は適用しな
い。 
（１）原子炉水位がオーバ
ーフロー水位付近で，かつ
プールゲートが開の場合 
（２）原子炉内から全燃料
が取出され，かつプールゲ
ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

４．原子炉圧力容器への注水

量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系系統流量 

原子炉隔離時冷却系系統流

量 

高圧炉心注水系系統流量 

運転，起動※６，高温停止
※６ 
※６高圧代替注水系系統
流量及び原子炉隔離時冷
却 系 系 統 流 量 に つ い て
は，原子炉圧力が１．０３
MPa[gage]以上の場合に
適用する。 
 
 
 
 
 
 
 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

６６条２．（１） 

６６－１３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータ及び代替

パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．原子炉圧力容器への注水

量 

復水補給水系流量（ＲＨＲ Ａ

系代替注水流量） 

復水補給水系流量（ＲＨＲ Ｂ

系代替注水流量） 

残留熱除去系系統流量 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※７ 

※７：原子炉が次に示す状

態となった場合は適用しな

い。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

５．原子炉格納容器への注水

量 

復水補給水系流量（RHR B

系代替注水流量） 

復水補給水系流量（格納容

器下部注水流量） 

運転，起動，高温停止 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６．原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体

温度 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

７．原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

８．原子炉格納容器内の水位 サプレッション・チェンバ・プー

ル水位 

格納容器下部水位 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

９．原子炉格納容器内の水素

濃度 

格納容器内水素濃度 

格納容器内水素濃度（SA） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１０．原子炉格納容器内の放

射線量率 

格納容器内雰囲気放射線ﾚ

ﾍﾞﾙ（D/W） 

格納容器内雰囲気放射線ﾚ

ﾍﾞﾙ（S/C） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１１．未臨界の維持又は監視 起動領域モニタ 起動※８，高温停止，冷温

停止及び燃料交換※９ 

※８：計数領域の場合に適

用する。 

※９：起動領域モニタ周り

の燃料が４体未満の場合

は除く。 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

平均出力領域モニタ 

［制御棒操作監視系］ 

運転，起動 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１２．最終ヒートシンクの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）代替循環冷却系  

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 

復水補給水系温度（代替循

環冷却） 

復水補給水系流量（RHR A 

系代替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 

系代替注水流量） 

復水補給水系流量（格納容

器下部注水流量） 

運転，起動，高温停止 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（２）格納容器圧力逃がし装
置  
フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニ
タ 
フィルタ装置水素濃度 
フィルタ装置金属フィルタ差
圧 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（３）耐圧強化ベント系  
耐圧強化ベント系放射線モニ
タ 
フィルタ装置水素濃度 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

６６条２．（１） 

６６－１３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータ及び代替

パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．最終ヒートシンクの確保 （４）残留熱除去系  

残留熱除去系熱交換器入口

温度 

残留熱除去系熱交換器出口

温度 

残留熱除去系系統流量 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※１０ 

※１０：原子炉が次に示す

状態となった場合は適用し

ない。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１３．格納容器バイパスの監視 （１）原子炉圧力容器内の状

態  

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

運転，起動，高温停止 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（２）原子炉格納容器内の状

態  

ドライウェル雰囲気温度 

格納容器内圧力（D/W） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

（３）原子炉建屋内の状態  

高圧炉心注水系ポンプ吐出

圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧

力 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１４．水源の確保 復水貯蔵槽水位（SA） 

 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※11 

※１１：原子炉が次に示す

状態となった場合は適用し

ない。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水位 

運転，起動，高温停止 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１５．原子炉建屋内の水素濃

度 

原子炉建屋水素濃度 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※１２               

※１２：原子炉が次に示す

状態となった場合は適用し

ない。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１６．原子炉格納容器内の酸

素濃度 

格納容器内酸素濃度 運転，起動，高温停止 チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１７．使用済燃料プールの監

視 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA 広域） 

使用済燃料プールに照射

された燃料を貯蔵している  

期間 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 

 

計測制御ＧＭ 

 

当直長 

 

○ 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA） 

チャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 

 

計測制御ＧＭ 

 

当直長 

 

○ 

 

使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

チャンネル校正を実施する 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

使用済燃料貯蔵プール監視カ

メラ(使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ用空冷装置を含む) 

 

チャンネル校正を実施する 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

６６条２．（１） 

６６－１３－２ 

補助パラメータ １．電源関係 Ｍ／Ｃ Ｃ電圧 

Ｍ／Ｃ Ｄ電圧 

Ｍ／Ｃ Ｅ電圧 

Ｐ／Ｃ Ｃ－１電圧 

Ｐ／Ｃ Ｄ－１電圧 

Ｐ／Ｃ Ｅ－１電圧 

直流１２５Ｖ主母線盤Ａ電圧 

直流１２５Ｖ主母線盤Ｂ電圧 

直流１２５Ｖ主母線盤Ｃ電圧 

直流１２５Ｖ充電器盤Ａ－２蓄

電池電圧 

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器盤

蓄電池電圧 

非常用Ｄ／Ｇ発電機電圧 

非常用Ｄ／Ｇ発電機周波数 

非常用Ｄ／Ｇ発電機電力 

第一ＧＴＧ発電機電圧 

第一ＧＴＧ発電機周波数 

電源車電圧 

電源車周波数 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．補助パラメータ（電源関係）を監視する計器の機能を確認する。 

 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

２．その他 高圧窒素ガス供給系ＡＤＳ入
口圧力 

高圧窒素ガス供給系窒素ガ
スボンベ出口圧力 

格納容器圧力逃がし装置 ド
レンタンク水位 

格納容器圧力逃がし装置・耐
圧強化ベント系 

遠隔空気駆動弁操作用ボン
ベ出口圧力 

運転，起動，高温停止 ２．補助パラメータ（その他）を監視する計器のチャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

ＲＣＷサージタンク水位 

原子炉補機冷却水系熱交換

器出口冷却水温度 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

２．補助パラメータ（その他）を監視する計器のチャンネル校正を実施する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１３－３ 

可搬型計測器 － － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．所要数の可搬型計測器の機能を確認する。  

 

１年に１回 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１４－１ 

中央制御室の居住性確

保 

－ － 運転，起動，高温停止，炉

心変更時又は原子炉建屋

原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時 

１．中央制御室可搬型陽圧化空調機（ブロワユニット）の性能確認を実施す

る。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

８．差圧計が健全であることを確認する。 

 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

１１．酸素濃度・二酸化炭素濃度計の計器校正を実施する。 

 

定事検停止時 発電ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１４－２ 

原子炉建屋ブローアウト

パネル 

－ － 運転，起動，高温停止 １．燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の性能を確認する。 

 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１５－１ 

 

監視測定設備 

 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．所要数の可搬型ダスト・よう素サンプラの機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

３．所要数のＮａＩシンチレーションサーベイメータの機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

５．所要数のＧＭ汚染サーベイメータの機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

７．所要数の電離箱サーベイメータの機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

９．所要数のＺｎＳシンチレーションサーベイメータの機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

１１．所要数の可搬型モニタリングポストの機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

１４．所要数の可搬型気象観測装置の機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

１６．所要数のモニタリングポスト用発電機の機能確認を実施する。 

 

 

 

 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 
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条文 項目 細目 機器 適用モード 確認事項 頻度 所管 通知先 
動作確認又は系統構

成確認を行うもの 

６６条２．（１） 

６６－１６－１ 

緊急時対策所の居住性

確保（対策本部） 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機の

性能確認を実施する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

４．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機

の性能確認を実施する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

運転，起動，高温停止，炉

心変更時又は原子炉建屋

原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時 

７．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置の

性能が維持されていること を確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

９．可搬型エリアモニタ（対策本部）の機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

１１．酸素濃度計（対策本部）の計器校正を実施する。 

 

１年に１回 発電ＧＭ 当直長 ○ 

１３．二酸化炭素濃度計（対策本部）の計器校正を実施する。 

 

１年に１回 発電ＧＭ 当直長 ○ 

１５．差圧計（対策本部）が健全であることを確認 する。 

 

１年に１回 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１６－２ 

 

緊急時対策所の居住性

確保（待機場所） 

 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機の

性能確認を実施する。 

１年に１回 原子炉ＧＭ 当直長 ○ 

５．可搬型エリアモニタ（待機場所）の機能確認を実施する。 

 

１年に１回 放射線安全ＧＭ 当直長 ○ 

７．酸素濃度計（待機場所）の計器校正を実施する。 

 

１年に１回 発電ＧＭ 当直長 ○ 

９．二酸化炭素濃度計（待機場所）の計器校正を実施する。 

 

１年に１回 発電ＧＭ 当直長 ○ 

１１．差圧計（待機場所）が健全であることを確認 する。 

 

１年に１回 計測制御ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１６－３ 

緊急時対策所の代替電

源設備 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備を起動し，運転

状態（電圧等）に異常のないことを確認する。 

２年に１回 電気機器ＧＭ 当直長 ○ 

６６条２．（１） 

６６－１９－１ 

可搬型代替注水ポンプ

（Ａ－２級） 

－ － 運転，起動，高温停止，冷

温停止，燃料交換※２，使

用済燃料プールに照射さ

れた燃料を貯蔵している

期間 

※２：原子炉が次に示す状

態となった場合は適用しな

い。 

（１）原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，かつ

プールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料

が取出され，かつプールゲ

ートが閉の場合 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）の性能確認を実施し，以下の３項目を全

て満足することを確認する。 

（１）吐出圧力が１．２９MPa[gage]以上，流量が１４７ｍ３／ｈ／台以上。 

（２）吐出圧力が１．６３MPa[gage]以上，流量が１２０ｍ３／ｈ／台以上。 

（３）吐出圧力が１．６７MPa[gage]以上，流量が９０ｍ３／ｈ／台以上。  

１年に１回 タービンＧＭ 当直長 ○ 

 

17


